
　
　
　
　
大
隈
重
信
の
国
際
収
支
均
衡
論
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
田
　
俊
　
平

　
　
　
　
　
　
　
三

　
明
治
八
年
大
隈
重
信
は
大
蔵
卿
と
し
て
、
国
際
収
支
の
均
衡
を
は
か
る
こ
と
が
経
済
安
定
に
つ
い
て
緊
急
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を

数
次
に
わ
た
っ
て
建
議
し
た
。
そ
の
意
見
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
国
際
収
支
の
不
均
衡
が
正
貨
価
値
騰
貴
の
原
因
で
あ
り
、
そ
の
結

果
国
内
通
貨
の
不
安
定
財
政
経
済
の
混
乱
を
惹
き
起
す
に
至
る
と
い
う
思
念
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
明
治
二
年
以
来
継
続

し
て
き
た
輸
入
超
過
、
正
貨
流
出
を
解
決
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
方
策
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
策
は
、
Ｏ
　
輸
入
の
抑

制
、
特
に
政
府
部
門
に
お
け
る
輸
入
の
管
理
を
行
な
う
こ
と
。
二
　
国
内
産
業
振
興
に
必
要
な
資
金
供
給
政
策
を
推
進
す
る
た
め
に

金
融
制
度
を
改
革
整
備
育
成
す
る
こ
と
。
目
　
公
債
発
行
あ
る
い
は
租
税
増
徴
に
よ
っ
て
国
家
財
政
の
財
源
を
確
保
し
、
こ
れ
を
鉄

道
・
海
運
の
拡
張
、
港
湾
・
道
路
の
改
修
等
の
事
業
に
投
資
し
、
社
会
資
本
の
充
実
を
進
め
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
大
隈
重
信
の
国
際
収
支
均
衝
論
　
叫
一
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明
治
九
年
よ
り
十
一
年
の
間
に
千
住
製
絨
所
、
品
川
硝
子
製
造
所
、
深
川
白
煉
瓦
製
造
所
、
新
町
紡
績
所
、
愛
知
紡
績
所
お
よ
び

広
島
紡
績
所
等
の
官
営
工
場
が
企
画
あ
る
い
は
設
立
さ
れ
た
の
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
近
代
産
業
に
関
す
る
企
業
精
神
の
生
成
を
誘

導
す
る
た
め
の
模
範
設
定
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
よ
う
な
業
種
が
選
択
さ
れ
た
の
は
輸
入
商
品
の
う

ち
主
要
項
目
の
地
位
を
占
め
る
綿
糸
・
毛
織
物
、
あ
る
い
は
近
代
産
業
建
設
に
必
要
な
資
材
の
国
内
生
産
を
発
展
せ
し
め
、
こ
れ
ら

製
品
・
資
材
の
輸
入
を
抑
止
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
官
営
工
場
の
設
立
が
九
年

以
後
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
隈
重
信
の
建
議
の
要
点
に
な
っ
て
い
た
国
際
収
支
改
善
の
た
め
の
輸
入
抑
制
に
役
立
た
し
め
よ
う
と

す
る
殖
産
興
業
政
策
の
一
端
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
十
年
に
三
田
育
種
場
、
十
二
年
に
三
田
農
具
製
作
所

等
の
官
営
事
業
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
も
、
毛
織
物
の
輸
入
節
減
の
た
め
に
緬
羊
飼
育
を
企
画
し
、
あ
る
い
は
輸
出
伸
張
の
た
め
に
国

内
農
業
生
産
力
拡
大
を
目
指
す
基
本
的
条
件
整
備
の
政
策
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
も
明
治
八
年
大
隈
重
信
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
国
際

収
支
改
善
策
の
一
部
が
実
施
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
輸
入
抑
制
、
国
内
産
業
育
成
を
目
標
と
す
る
官
営
工
場
政
策
が
維
新
政
府
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
し
て

民
間
企
業
の
生
成
を
促
進
す
る
た
め
の
資
金
供
給
政
策
が
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
大
隈
重
信
の
国
際
収
支
改
善
策

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
明
治
九
年
八
月
の
国
立
銀
行
条
例
改
正
に
よ
っ
て
、
国
立
銀
行
本
来
の
使
命
で
あ
っ
た
通
貨
価
値
安
定
の
政
策

は
抛
棄
さ
れ
、
通
貨
兌
換
制
に
も
と
づ
く
不
換
銀
行
券
発
行
の
銀
行
制
度
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
国
立
銀
行
制
度
は

金
札
引
換
公
債
証
書
を
銀
行
資
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
紙
幣
を
回
収
し
、
そ
れ
に
代
る
通
貨
と
し
て
兌
換
銀
行
券
を

流
通
せ
し
め
る
機
構
で
あ
っ
た
が
、
九
年
改
正
の
国
立
銀
行
制
度
は
形
式
上
は
同
じ
く
公
債
証
書
を
銀
行
資
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
公
債
の
種
類
が
公
募
発
行
に
よ
る
も
の
で
な
く
従
来
華
士
族
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
秩
禄
に
代
わ
っ
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て
交
付
さ
れ
る
金
禄
公
債
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
資
本
の
八
○
％
を
こ
の
よ
う
な
公
債
を
も
っ
て
構

成
す
る
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
、
政
府
紙
幣
の
回
収
に
つ
い
て
何
等
の
関
連
を
も
っ
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
の
公
債
を

担
保
と
し
て
発
行
さ
れ
る
不
換
銀
行
券
が
政
府
紙
幣
流
通
量
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
大
隈
重
信
が
主
張
す
る
産
業
発
展
の
た
め
の
資
金
供
給
政
策
は
、
こ
の
よ
う
な
銀
行
券
発
行
制
度
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
資
金
供
給
政
策
は
通
貨
膨
張
を
ま
ね
く
要
因
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
券

の
増
発
を
防
止
す
る
た
め
に
明
治
十
年
十
二
月
に
は
国
立
銀
行
の
総
資
本
金
額
を
四
千
万
円
に
制
限
す
る
布
告
が
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
十
二
年
十
二
月
ま
で
に
一
五
三
行
の
国
立
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
同
年
末
の
銀
行
券
発
行
額
は
三
、
四
〇
四
万
円
余
に
達
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
明
治
十
年
、
西
南
の
役
の
軍
事
費
と
し
て
政
府
紙
幣
二
、
七
〇
〇
万
円
が
増
発
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
明
治
十

一
～
四
年
の
時
期
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
状
態
を
激
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
撒
布
さ
れ
た
通
貨
を
引
揚

げ
、
経
済
発
展
の
基
盤
を
充
実
す
る
財
源
と
す
る
た
め
に
明
治
十
一
年
五
月
一
日
起
業
公
債
発
行
の
手
段
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
明
治
十
一
年
三
月
の
大
隈
重
信
に
よ
る
「
内
国
債
募
集
之
儀
二
付
太
政
官
へ
上
申
案
」
に
、
公
債
発
行
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
　
　
「
第
一
、
其
募
集
金
額
ヲ
以
テ
種
々
ナ
ル
急
要
ノ
事
業
、
即
チ
運
輸
ノ
便
ヲ
開
ク
コ
ト
ョ
リ
農
業
製
造
等
ノ
奨
励
二
至
ル
迄
ヲ

　
創
建
施
設
ス
ル
ノ
資
用
二
充
テ
、
随
テ
海
内
衆
民
竝
士
族
ヲ
シ
テ
間
接
直
接
ト
無
ク
、
或
ハ
多
少
ノ
便
益
ヲ
蒙
ラ
シ
メ
或
ハ
自
立

　
殖
産
ノ
道
二
就
カ
シ
メ
、
其
他
諸
銀
行
ヲ
シ
テ
能
ク
存
立
シ
因
テ
以
テ
大
二
内
外
ノ
商
売
上
二
裨
益
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム
ル
等
、
種

　
々
ノ
効
績
ヲ
収
メ
度
儀
二
有
之
」
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そ
し
て
こ
の
公
債
発
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
資
金
は
、
Ｏ
　
鉄
道
建
設
、
二
　
港
湾
の
疏
繋
建
築
、
尚
　
道
路
の
改
修
、
糾
　
鉱

山
の
開
発
、
㈲
　
曠
野
の
開
拓
、
牧
畜
の
育
成
等
の
事
業
に
投
資
す
べ
き
計
画
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
建

設
公
債
の
発
行
に
よ
っ
て
財
源
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
。

　
　
　
「
畢
竟
苟
モ
利
源
ヲ
発
達
シ
、
農
業
ヲ
拡
張
シ
、
製
造
事
業
ヲ
奨
励
シ
、
以
テ
内
地
ノ
物
産
ヲ
増
殖
シ
、
一
国
ノ
富
饒
ヲ
盛
大

　
ニ
ス
ベ
キ
ノ
挙
二
至
テ
八
本
邦
今
日
ノ
急
務
タ
ル
コ
ト
」

に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
財
政
投
資
を
も
っ
て
社
会
資
本
を
形
成
し
、
鉱
業
農
業
等
の
設
備
を
充
実
す
れ
ば
、
士
族

就
産
の
針
路
が
開
け
新
産
業
が
生
起
し
、
ま
た
銀
行
に
と
っ
て
も
資
金
運
用
の
対
象
が
拡
大
す
る
と
い
う
効
果
が
波
及
的
に
現
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
経
済
発
展
論
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
明
治
八
年
一
月
の
建
議
「
収
入
支
出
ノ
源
流
ヲ
清

マ
シ
理
財
会
計
ノ
根
本
ヲ
立
ツ
ル
ノ
諭
」
の
中
で
大
隈
電
信
が
、
内
債
を
起
し
て
貯
蓄
を
進
め
、
こ
れ
を
「
国
産
復
生
ノ
資
本
又
ハ

国
益
興
隆
ノ
事
業
」
に
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
資
本
流
動
貨
財
増
殖
ノ
実
又
得
テ
期
待
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
主
張
し
た
公
債
発

行
論
の
敷
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
明
治
十
一
年
三
月
の
内
借
募
集
上
申
は
政
府
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
起
業
公
債
の
発
行
が
決
定
さ
れ
た
。
同
年
四
月
二
十
五
日
大
蔵

卿
大
隈
重
信
の
名
族
で
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
に
提
出
さ
れ
た
「
起
業
公
債
証
書
発
行
公
布
之
議
二
付
伺
」
に
よ
る
と
、
「
国
中
公

益
ノ
諸
事
業
ヲ
振
起
シ
、
弥
々
物
産
ノ
繁
殖
ヲ
謀
リ
、
内
外
ノ
商
売
ヲ
盛
ン
ニ
ス
ル
為
メ
」
に
募
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
公
債

は
総
額
一
、
二
五
〇
万
円
、
発
行
価
格
一
千
万
円
、
利
子
年
六
分
、
利
廻
り
七
分
五
厘
、
ニ
箇
年
据
置
、
明
治
十
三
年
よ
り
三
十
五

年
ま
で
の
二
十
三
箇
年
間
に
抽
籤
償
還
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
募
集
は
第
一
国
立
銀
行
と
三
井
銀
行
に
委
任
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
公
債
に
よ
る
財
政
資
金
の
費
途
と
起
業
の
種
目
に
つ
い
て
は
、
公
債
募
集
事
務
を
取
扱
う
第
一
国
立
銀
行
・
三
井
銀
行
へ
の
「
第
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二
次
命
令
状
案
」
に
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
第
一
、
西
京
大
阪
間
ノ
鉄
道
線
ヲ
延
ヘ
テ
直
チ
ュ
敦
賀
港
二
達
ス
ル
事

　
　
第
二
、
新
潟
並
二
石
ノ
巻
等
ノ
諸
港
ヲ
疏
鑿
修
繕
シ
及
ヒ
各
地
要
用
ノ
陸
路
阪
道
ヲ
開
通
削
平
ス
ル
事

　
　
第
三
､
秋
田
県
下
院
内
阿
仁
其
他
ノ
鉱
山
開
採
ヲ
改
良
シ
及
ヒ
銀
銅
製
練
所
ヲ
設
立
ス
ル
事

　
　
第
四
、
北
海
道
岩
内
幌
内
ノ
炭
坑
ヲ
開
鑿
ス
ル
事

　
　
第
五
、
諸
曠
野
ヲ
開
墾
シ
及
ヒ
牧
畜
其
他
ノ
農
事
ヲ
興
起
改
良
ス
ル
事
」

　
こ
の
よ
う
に
、
財
政
投
資
に
よ
る
積
極
的
な
殖
産
興
業
政
策
が
推
進
さ
れ
、
国
内
産
業
の
発
展
・
国
際
収
支
の
改
善
が
企
画
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
政
府
紙
幣
・
銀
行
紙
幣
の
膨
張
は
物
価
騰
貴
の
傾
向
を
強
め
、
明
治
十
一
年
よ
り
十
三
年
に
亘
っ
て
輸
入
額
は
年

々
増
大
す
る
の
に
対
し
て
輸
出
額
は
停
滞
の
状
態
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
八
年
に
大
隈
重
信
が
強
調
し
た
国
際
収
支
均
衡

論
の
線
に
そ
っ
て
、
明
治
九
年
以
降
実
施
さ
れ
て
き
た
輸
入
節
減
・
輸
出
能
力
伸
張
を
は
か
る
諸
政
策
は
、
そ
の
効
果
を
十
分
に
発

揮
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
結
果
、
明
治
十
一
年
か
ら
十
四
年
に
至
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
期
に
は
通

貨
安
定
、
正
貨
流
出
防
止
等
に
関
す
る
政
策
の
決
定
が
緊
急
の
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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四

　
大
隈
重
信
が
大
蔵
卿
と
し
て
或
は
参
議
と
し
て
、
明
治
十
二
年
以
降
十
四
年
ま
で
に
提
出
し
た
諸
建
議
の
う
ち
財
政
、
金
融
の
問

題
に
関
し
て
重
要
な
意
議
を
も
っ
も
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
一
、
明
治
十
二
年
六
月
二
十
七
日
、
「
財
政
四
件
ヲ
挙
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
ラ
ノ
議
」

　
　
二
、
明
治
十
三
年
五
月
、
「
通
貨
ノ
制
度
ヲ
改
メ
ン
コ
ト
ヲ
請
ラ
ノ
議
」

　
　
三
、
同
年
、
「
財
政
夏
草
ノ
議
」

　
　
四
、
明
治
十
四
年
七
月
、
「
公
債
ヲ
新
募
シ
及
ヒ
銀
行
ヲ
設
立
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ノ
議
」

　
右
の
う
ち
明
治
十
二
年
六
月
の
建
議
は
、
○
地
租
改
正
再
度
の
査
閲
、
二
儲
蓄
備
荒
の
方
法
、
尚
流
通
紙
幣
消
却
の
増
額
、
聯
外

国
関
係
用
度
の
節
減
の
四
件
を
速
か
に
実
施
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
紙
幣
消
却
策

に
お
い
て
、
大
隈
重
信
は
国
際
収
支
の
逆
調
が
通
貨
不
安
定
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
明
治
五

年
よ
り
十
二
年
三
月
ま
で
の
金
銀
貨
幣
な
ら
び
に
地
金
の
海
外
流
出
高
四
、
九
三
九
万
円
余
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
正
貨
欠

乏
、
洋
銀
相
場
の
騰
貴
が
起
る
に
至
っ
た
と
述
べ
、
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
「
正
金
ノ
存
在
ス
ル
原
卜
自
カ
ラ
程
度
ア
レ
バ
其
供
給
豊
二
際
限
無
カ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
、
蓋
シ
其
欠
乏
ヲ
告
ク
ル
ノ
日
久
シ
ク
漸

　
積
ノ
至
り
遂
二
昨
年
ョ
リ
当
年
哲
二
殆
ン
ド
其
極
二
達
シ
、
随
テ
盛
ン
ニ
洋
銀
ノ
需
用
ヲ
起
シ
其
勢
力
一
層
ノ
強
大
ヲ
加
ラ
ル

　
ヤ
、
交
換
ノ
相
場
忽
チ
ー
転
騰
貴
ノ
点
二
赴
ム
ク
ハ
復
タ
理
勢
ノ
必
然
怪
ム
ニ
足
ル
モ
ノ
無
シ
、
此
際
又
加
フ
ル
ニ
投
機
ノ
術
其

　
間
二
投
入
シ
抑
揚
簸
弄
至
ラ
ザ
ル
所
無
キ
ヲ
以
テ
シ
、
遂
二
通
常
比
例
上
ノ
差
価
ヲ
超
ヘ
テ
期
ク
非
常
意
外
ノ
高
点
二
及
フ
ニ
至
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印

　
レ
リ
」

　
国
際
収
支
の
累
積
的
支
払
超
過
を
解
消
し
通
貨
の
安
定
を
達
成
す
る
に
は
、
明
治
八
年
の
意
見
書
に
お
い
て
提
議
し
た
と
同
じ
よ

う
に
、
社
会
資
本
の
充
実
、
産
業
の
振
興
、
輸
出
の
増
進
、
輸
入
の
節
減
、
関
税
法
の
改
正
等
の
基
本
的
政
策
が
実
行
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
を
再
び
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
十
二
年
に
至
っ
て
も
大
隈
重
信
は
輸
出
入
の
不

均
衡
が
通
貨
不
安
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
支
持
し
、
紙
幣
増
発
に
洋
銀
相
場
と
物
価
を
騰
貴
せ
し
め
る
原
因
が
あ
る
と
い
う

批
判
を
否
定
し
て
、
紙
幣
の
増
発
は
む
し
ろ
洋
銀
相
場
の
騰
貴
に
し
た
が
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
物
価
騰
貴
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
飢
饉
に
対
し
て
多
量
に
内
地
米
を
輸
出
し
、
し
か
も
そ
の
後
国
内
の
米
作
が
平
年
作
以
下
で
あ
っ
た
た

め
に
米
価
が
騰
貴
し
、
そ
れ
が
諸
物
価
に
波
及
し
た
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
の
側
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
説
明
を
加
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
大
隈
重
信
は
、
英
国
に
お
け
る
銀
行
制
限
時
代
の
例
を
あ
げ
ト
ウ
ー
ク

（
T
h
ｏ
m
a
s
T
ｏ
ｏ
k
e
)
の
論
旨
の
正
し
か
っ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
曩
キ
二
千
七
百
九
十
七
年
以
来
二
十
二
ヶ
年
間
英
国
銀
行
発
行
紙
幣
二
於
ケ
ル
正
貨
引
換
ヲ
差
止
ム
ル
ノ
許
可
ア
リ
シ
後
、

　
該
銀
行
二
於
テ
猶
又
政
府
ノ
為
メ
段
々
巨
額
ノ
紙
幣
ヲ
増
発
シ
タ
ル
ニ
、
其
第
三
年
目
ョ
リ
シ
テ
漸
ク
金
貨
二
対
シ
些
少
ノ
割
引

　
ア
ル
ヲ
見
、
第
十
二
年
目
二
至
り
始
メ
テ
二
分
五
厘
乃
至
壱
割
四
分
ノ
低
価
二
至
リ
シ
コ
ト
ア
リ
、
当
時
ノ
議
者
往
々
其
原
因
ヲ

　
紙
幣
増
発
二
帰
シ
タ
ル
ニ
有
名
ナ
ル
経
済
家
『
ツ
ー
ク
』
氏
独
り
之
ヲ
論
究
シ
テ
謂
フ
、
其
事
曽
テ
発
行
額
ノ
多
寡
如
何
二
由
ラ

　
ス
シ
テ
全
ク
輸
出
入
ノ
平
均
ヲ
得
ザ
ル
ニ
原
由
シ
、
現
二
其
頃
第
一
世
那
勃
翁
ノ
乱
二
際
シ
巨
額
ノ
正
貨
ヲ
仏
国
二
輸
送
セ
シ
上

　
ニ
、
英
国
穀
物
ノ
凶
歉
ヲ
承
ケ
殊
二
穀
物
ノ
輸
入
額
ヲ
増
加
シ
、
随
テ
其
差
ヲ
払
フ
為
メ
又
多
少
ノ
金
貨
ヲ
輸
出
シ
到
底
輸
出
入

　
其
平
均
ヲ
得
ザ
ル
ノ
至
リ
、
遂
二
紙
幣
下
落
ノ
現
象
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
ト
云
爾
」
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以
上
の
よ
う
に
、
大
隈
重
信
は
紙
幣
増
発
が
通
貨
不
安
、
物
価
騰
貴
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
議
論
を
否
定
し
、
銀
行
主
義
的
見
解

を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
＋
年
西
南
の
役
に
関
す
る
臨
時
支
出
と
し
て
二
、
七
〇
〇
万
円
の
政
府
紙
幣
が

増
発
さ
れ
、
ま
た
十
二
年
四
月
ま
で
に
国
立
銀
行
の
簇
設
に
と
も
な
っ
て
三
、
〇
九
〇
万
円
余
の
銀
行
券
が
発
行
さ
れ
て
、
短
期
間

に
五
、
七
九
〇
万
円
余
の
紙
幣
が
明
治
十
一
年
末
ま
で
の
一
億
円
を
超
え
る
紙
幣
流
通
量
に
追
加
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

に
よ
っ
て
「
貨
幣
ノ
用
ヲ
充
足
シ
若
ク
ハ
金
融
ノ
道
ヲ
疏
通
ス
ル
等
」
の
意
図
が
あ
り
、
決
し
て
「
漫
二
増
発
ス
ル
ノ
旨
趣
二
非
ザ

リ
ダ
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
、
七
〇
〇
万
円
の
政
府
紙
幣
の
増
発
分
に
つ
い
て
は
ヽ
こ
れ
を
銀
銅
貨
の
補
助
貨

幣
と
交
換
し
、
あ
る
い
は
金
札
引
換
公
債
の
発
行
に
よ
っ
て
引
揚
げ
る
計
画
を
立
て
た
が
実
効
を
挙
げ
る
に
至
ら
ず
、
さ
ら
に
国
立

銀
行
が
続
い
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
券
発
行
高
の
増
大
が
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
「
紙
幣

ノ
増
発
二
一
層
ノ
妄
想
虚
声
ヲ
与
へ
」
洋
銀
相
場
と
物
価
を
騰
貴
せ
し
め
る
原
因
を
紙
幣
の
増
発
に
帰
す
る
世
論
が
高
ま
っ
た
の
で

あ
る
と
論
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
誤
認
を
解
く
た
め
に
、
大
隈
重
信
は
明
治
十
一
年
八
月
政
府
に
上
申
し
た
「
公
債
及
紙
幣
償
還
概
算
書
」
を
訂
正
し
て
、

二
、
七
〇
〇
万
円
の
政
府
紙
幣
消
却
期
間
を
十
五
ヶ
年
か
ら
八
ヶ
年
に
短
縮
し
、
初
年
度
の
紙
幣
消
却
高
五
〇
万
円
で
あ
っ
た
の
を

七
一
六
万
円
余
に
増
額
す
る
「
国
債
紙
幣
鎖
還
方
法
」
す
な
わ
ち
「
減
債
方
案
」
を
明
治
十
二
年
六
月
に
調
製
し
、
七
月
に
第
一
国

立
銀
行
お
よ
び
三
井
銀
行
を
し
て
公
示
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
減
債
方
案
」
を
実
施
す
べ
き
理
由
を
説
明
す
る
た
め

に
「
財
政
四
件
ヲ
挙
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
ラ
ノ
議
」
を
政
府
に
建
白
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
外
国
関
係
の
用
度
を
節
減
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
㈲
各
官
庁
外
国
人
傭
使
を
廃
停
す
る
こ
と
、
川
各
官
庁
外
国
品
需
用
を

抑
制
し
、
や
む
を
得
ざ
る
も
の
の
輸
入
は
大
蔵
省
に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
、
陶
遣
外
官
員
な
ら
び
に
官
費
留
学
生
に
関
す
る
費
用
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を
節
約
す
る
こ
と
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
す
べ
て
正
貨
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
国
際
収
支
を
均
衝
せ
し
め
る
こ
と
を
経
済
安
定
の
た
め
の
最
も
基
本
的
な
課
題
で
あ
る
と
す
る
大
隈
重
信
が
、
す
で
に

明
治
八
年
の
建
議
に
お
い
て
繰
返
し
提
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
建
議
に
お
い
て
大
隈
重
信
は
明
治
初
年
よ
り
十
一
年
ま
で
の
貿
易
収
支
を
検
討
し
、
そ
の
間
に
輸
入
額
は
約
二
、
〇
〇
〇
万

円
か
ら
三
、
三
〇
〇
万
円
に
増
加
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
輸
出
額
は
約
一
、
二
〇
〇
万
円
か
ら
二
、
七
〇
〇
万
円
に
増
加
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
輸
出
成
長
率
の
高
い
こ
と
を
あ
げ
、
国
内
産
業
の
興
隆
を
促
進
す
れ
ば
以
後
十
年
間
に
輸
出
入
の
平
均
を

実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
、
従
来
の
殖
産
興
業
政
策
の
効
果
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
紙
幣
増
発
を
譏
評
す
る
論
議
に
対
し
て
、
明
治
初
年
以
来
の
貨
幣
経
済
の
発
展
に
と
も
な
い
通
貨
需
要
の
増
大
し
た
事
情
を
説

き
、
紙
幣
発
行
が
必
ず
し
も
過
剰
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
物
価
騰
貴
も
、

　
　
　
「
其
人
民
ノ
若
千
部
分
二
患
害
ヲ
遺
ス
ハ
則
チ
然
リ
、
然
リ
ト
雖
ト
モ
、
苟
モ
ー
国
理
財
ノ
全
局
ョ
リ
之
ヲ
観
察
ス
ル
ト
キ
ハ

　
唯
純
然
ク
ル
患
害
ヲ
ノ
ミ
与
フ
ル
ニ
終
ラ
ス
シ
テ
、
又
他
二
幾
分
ノ
利
益
ヲ
生
ス
ル
ノ
実
ア
ル
ハ
海
外
諸
国
ノ
事
蹟
二
於
テ
往
々

　
其
例
ニ
乏
シ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
諸
事
業
ノ
興
隆
旺
盛
二
赴
ク
ハ
常
二
其
端
ヲ
物
価
昂
貴
ノ
際
二
啓
カ
ザ
ル
ハ
莫
キ
ヲ
以
テ
、

　
如
何
ナ
ル
源
由
二
基
因
ス
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
苟
モ
昂
貴
ノ
現
象
ア
ル
ニ
遭
ラ
ト
キ
ハ
製
作
商
業
皆
眼
前
ノ
潤
益
二
刺
衝
鼓
動
ヲ
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
リ
、
更
二
一
層
ノ
製
出
運
転
ヲ
謀
り
以
テ
旺
盛
ノ
観
ヲ
当
時
二
極
ム
ル
ノ
勢
ア
リ
」

と
述
べ
て
、
通
貨
供
給
政
策
に
よ
っ
て
た
と
い
物
価
の
騰
貴
を
ま
ね
く
に
し
て
も
、
そ
れ
が
投
資
意
欲
・
有
効
需
要
を
刺
激
し
経
済

発
展
の
上
に
積
極
的
な
効
果
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
経
済
発
展
論
は
大
隈
重
信
の
経
済
政
策
の
基
調
を
な

す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
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五

　
明
治
初
年
以
来
、
輸
出
入
の
平
均
を
失
な
い
年
々
正
貨
の
流
出
が
継
続
し
、
特
に
明
治
七
・
八
年
の
ニ
ケ
年
に
二
、
七
〇
〇
万
円

を
超
え
る
正
貨
が
流
出
し
て
、
国
内
に
お
け
る
金
銀
欠
乏
の
問
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
方
策
と

し
て
、
大
隈
重
信
は
財
政
整
理
、
輸
入
抑
制
、
国
内
産
業
振
興
、
輸
出
力
拡
大
に
関
す
る
企
画
を
建
議
し
、
国
際
収
支
均
衡
の
重
要

性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
正
貨
の
減
少
が
激
し
く
な
れ
ば
、
金
本
位
制
を
新
貨
条
例
に
よ
っ
て
制
定
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
貨
幣
数

量
説
に
し
た
が
え
ば
物
価
の
下
落
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
通
貨
制
度
は
法
制
的
に
は
金
本
位
制
度
で
は
あ

っ
た
が
、
事
実
上
不
換
紙
幣
の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
貨
の
流
出
が
増
進
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
内
通
貨
量
の
減
少

は
な
く
、
か
え
っ
て
政
府
紙
幣
・
銀
行
券
の
増
発
が
行
な
わ
れ
て
物
価
騰
貴
の
傾
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
に
あ
っ
て
、
大
隈
重
信
は
国
際
収
支
を
均
衡
せ
し
め
る
こ
と
が
経
済
安
定
の
基
本
的
要
因
で
あ
る
と
い
う
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信
念
に
も
と
づ
い
て
明
治
八
年
以
来
輸
入
制
限
、
輸
出
拡
大
を
目
的
と
す
る
諸
政
策
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い

て
は
経
済
発
展
の
貨
幣
的
要
因
と
し
て
通
貨
供
給
が
指
導
的
役
割
を
占
め
る
と
い
う
観
念
に
も
と
づ
い
て
、
紙
幣
発
行
量
の
過
剰
を

認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
信
念
に
反
省
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
状
態
が
顕
然
化
し
た
明
治

十
三
年
五
月
で
あ
っ
た
。
彼
は
国
際
収
支
不
均
衡
の
原
因
が
わ
が
国
通
貨
制
度
の
不
整
備
に
あ
る
こ
と
を
認
め
「
通
貨
制
度
ヲ
改
メ

ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ノ
議
」
に
お
い
て
、
紙
幣
流
通
の
制
度
を
廃
止
し
て
正
貨
流
通
の
制
度
を
確
立
す
べ
ぎ
こ
と
を
主
張
す
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。

　
明
治
十
一
年
以
来
の
洋
銀
相
場
の
騰
貴
に
つ
い
て
一
般
に
そ
れ
が
紙
幣
の
増
発
・
投
機
取
引
の
盛
行
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
参
議
の
地
位
に
あ
っ
た
大
隈
重
信
は
こ
れ
ら
の
こ
と
が
洋
銀
相
場
の
騰
貴
を
多
少
助
長
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ

れ
は
副
次
的
原
因
で
あ
っ
て
真
の
原
因
は
国
際
収
支
の
不
均
衡
に
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
其
実
因
ノ
在
ル
所
ヲ
究
迹
ス
ル
ニ
復
タ
唯
輸
出
入
ノ
不
平
均
依
稀
旧
二
仍
リ
、
許
多
ノ
正
貨
ヲ
以
テ
其
差
ヲ
補
フ
コ
ト
今
二

　
至
ル
マ
テ
絶
ヘ
サ
ル
ニ
依
ル
ナ
リ
、
内
地
殖
産
ノ
実
績
猶
未
タ
顕
ハ
ル
ル
ニ
遑
ア
ラ
ス
、
海
関
悦
則
ノ
改
正
亦
タ
未
タ
急
施
ス
ル

　
ニ
及
ハ
ス
、
而
テ
ー
方
二
於
テ
ハ
依
然
ト
シ
テ
甚
タ
正
貨
ヲ
得
ル
ノ
道
二
乏
シ
ク
、
固
有
ノ
古
金
銀
愈
々
隠
伏
乏
少
二
傾
向
ス
ル

　
ノ
勢
ア
リ
、
是
則
チ
今
日
ノ
変
動
ヲ
招
来
ス
ル
ノ
禍
源
ニ
シ
テ
、
一
昨
年
末
及
ヒ
今
日
ノ
変
動
タ
ル
蓋
復
タ
前
後
同
一
軌
二
出
ル

　
ト
謂
テ
可
ナ
リ
」

　
維
新
当
初
太
政
官
札
の
発
行
が
あ
っ
て
以
来
、
わ
が
国
の
国
内
通
貨
は
不
換
紙
幣
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
金
銀
需
要
の
範

囲
は
貿
易
取
引
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
貿
易
収
支
が
均
衡
状
態
を
保
持
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
金
銀
需
要
が
そ
の

供
給
を
超
過
す
る
こ
と
な
く
、
金
銀
価
値
が
紙
幣
に
対
し
て
昂
上
す
る
と
ハ
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
隈
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重
信
は
わ
が
国
の
通
貨
制
度
が
紙
幣
本
位
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
決
し
て
正
貨
騰
貴
の
原
因
と
な
る
も
の
で
な
い
と
主

張
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
十
一
年
以
来
、
正
貨
騰
貴
の
み
な
ら
ず
物
価
騰
貴
が
激
化
し
、
財
政
窮
迫
・
経
済
不
安
定
化
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
対
策
は
従
来
の
通
貨
供
給
に
よ
る
経
済
発
展
政
策
、
正
貨
供
給
に
よ
る
洋
銀
安
定
策
と
は
異
な
っ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
思
考
に
も
と
づ
い
て
紙
幣
流
通
制
度
を
廃
止
し
て
正
金
通
用
の
制
度
を
樹

立
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
「
正
金
通
用
方
案
」
は
紙
幣
消
却
の
方
法
と
し
て
日
外
国
債
を
募
集

す
る
こ
と
、
㈹
国
庫
儲
存
の
正
金
を
募
集
の
外
債
金
に
合
し
て
紙
幣
と
交
換
す
る
こ
と
、
尚
国
立
銀
行
の
抵
当
公
債
証
書
を
変
更
す

る
こ
と
を
提
議
す
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
十
三
年
三
月
末
の
政
府
紙
幣
流
通
額
一
一
、
二
六
五
万
円
の
中
、
七
三
二
万
円
は
十
三
年
度
末
（
す
な
わ
ち
十
四
年
六
月
）

ま
で
に
消
却
す
る
予
定
額
で
あ
る
が
、
残
額
一
（
‥
）
、
五
三
三
万
円
の
紙
幣
を
「
減
債
方
案
」
の
二
十
八
年
間
に
亘
る
長
期
消
却
計
画

と
は
異
っ
て
、
一
挙
に
消
却
し
よ
う
と
す
る
の
が
「
正
金
通
用
方
案
」
で
あ
る
。
一
億
円
を
超
え
る
政
府
紙
幣
を
消
却
す
る
に
は
、

政
府
に
お
い
て
蓄
積
し
て
き
た
準
備
正
貨
で
は
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
外
債
募
集
に
よ
っ
て
正
貨
の
借
入
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
大
隈
重
信
は
明
治
六
年
に
家
禄
処
分
の
財
源
を
得
る
た
め
に
、
七
分
利
付
、
発
行
価
格
九
二
・
五
ポ
ン
ド
を
以

て
、
額
面
二
四
〇
万
ポ
ン
ド
の
英
貨
債
を
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
募
集
し
た
際
に
応
募
額
一
千
万
ポ
ン
ド
に
も
達
し
た
例
が
あ
る
の

で
、
わ
が
国
の
国
際
的
信
用
が
向
上
し
た
明
治
十
三
年
の
時
点
に
お
い
て
は
外
債
募
集
は
さ
ら
に
容
易
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
、
七

分
利
付
、
発
行
価
格
九
五
ポ
ン
ド
、
償
還
期
間
二
十
五
年
の
条
件
で
実
価
一
千
万
ポ
ン
ド
の
外
債
を
募
集
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
と
提
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
行
条
件
で
額
面
一
〇
、
五
二
六
、
三
一
五
ポ
ン
ド
の
外
債
募
集
を
行
な
い
、
邦
貨
五
千
万
円
に

相
当
す
る
正
貨
を
獲
得
し
て
紙
幣
消
却
の
元
資
に
充
て
よ
う
と
す
る
公
債
発
行
案
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
政
府
保
有
の
準
備
金
五
千
金
万
円
の
う
ち
金
銀
貨
幣
・
地
金
・
新
旧
銅
貨
の
合
計
一
、
四
〇
一
万
円
か
あ
り
、
ま
た
貸
付

金
の
返
納
分
三
四
九
万
金
円
か
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
外
債
の
手
取
金
に
加
え
て
六
、
七
五
〇
万
円
を
紙
幣
消
却
の
元

資
金
と
す
る
。
そ
し
て
正
貨
一
円
に
対
す
る
紙
幣
相
場
一
円
一
五
五
五
の
時
価
に
よ
っ
て
交
換
す
れ
ば
、
右
の
財
源
を
も
っ
て
七
、

ハ
○
○
万
円
の
政
府
紙
幣
を
消
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
残
額
の
二
、
七
三
三
万
円
の
消
却
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
な
方
法
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
国
立
銀
行
が
銀
行
券
発
行
の
抵
当
と
し
て
政
府
に
預
託
し
て
い
る
公
債
証
書
の
種
類
に
つ
い
て
は
四
分
以
上
利
付
の
も
の

と
い
う
規
定
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
を
金
札
引
換
公
債
証
書
に
限
定
す
る
こ
と
に
変
更
し
て
政
府
紙
幣
の
回
収
を
は
か
ろ
う

と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
金
札
引
換
公
債
預
託
の
制
度
は
す
で
に
明
治
五
年
国
立
銀
行
条
例
制
定
の
時
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
が
、
明
治
九
年
に
改
訂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
隈
重
信
は
こ
の
旧
制
度
を
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
、
七
三
三
万
円
の
政
府
紙

幣
の
消
却
を
行
な
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
政
府
保
有
の
備
荒
儲
蓄
金
九
〇
万
円
を
金
札
引
換
公
債
証
書
に
変
更
す
る
と
す

れ
ば
、
国
立
銀
行
の
預
託
公
債
の
中
金
札
引
換
公
債
に
変
更
す
べ
き
額
は
二
、
六
四
三
万
円
で
足
り
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
通
貨
兌

換
制
に
も
と
づ
い
て
発
行
さ
れ
て
い
る
国
立
銀
行
券
は
三
、
三
七
〇
万
円
に
達
し
て
は
い
る
か
、
政
府
紙
幣
が
悉
く
消
却
さ
れ
て
通

貨
が
正
貨
の
み
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
制
度
に
な
れ
ば
国
立
銀
行
券
も
ま
た
正
貨
兌
換
券
と
な
り
、
わ
が
国
の
貨
幣
制
度
の
体
質
は

根
本
的
に
改
革
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
方
策
に
よ
っ
て
貨
幣
制
度
を
紙
幣
本
位
か
ら
金
属
本
位
に
変
革
し
た
場
合
、
流
通
貨
幣
量
は
政
府
紙
幣
二
‥
）
、
五
三

三
万
円
か
ら
正
貨
六
、
七
五
〇
万
円
に
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
他
に
国
立
銀
行
券
三
、
三
七
〇
万
円
が
流
通
し
て
い

る
が
、
そ
の
二
〇
％
に
当
る
正
貨
が
兌
換
準
備
金
と
し
て
銀
行
に
蓄
積
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
正
貨
と
銀
行
券
を
合
せ
て
流
通
貨
幣
量
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は
九
、
四
四
六
万
円
と
な
り
、
紙
幣
流
通
期
の
通
貨
量
に
比
較
す
れ
ば
三
二
％
余
の
通
貨
が
縮
少
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
通
貨
制
度
改
革
案
に
対
し
て
、
通
貨
減
少
に
よ
っ
て
経
済
不
況
に
陥
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
予
想

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
隈
重
信
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
退
蔵
正
貨
量
を
推
計
し
て
、
次
の
よ
う
に
解
答
を
用
意
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
「
造
幣
起
業
ノ
初
年
ョ
リ
十
三
年
ノ
始
二
至
ル
迄
ノ
新
貨
鋳
造
額
八
七
、
六
九
〇
、
〇
〇
〇
円
、
同
輸
出
順
三
四
、
九
八
〇
、

　
〇
〇
〇
円
、
差
引
邦
内
二
留
存
ス
ル
額
五
二
、
七
一
〇
、
〇
〇
〇
円
、
新
貨
ノ
留
存
額
ト
募
集
ノ
外
債
金
ト
銀
行
紙
幣
五
分
ノ
四

　
ト
ヲ
合
算
ス
ル
全
国
通
貨
ィ
総
額
一
四
七
、
一
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」

　
右
の
計
数
に
よ
れ
ば
貨
幣
量
は
か
え
っ
て
増
加
す
る
可
能
性
か
お
る
の
み
な
ら
ず
、
古
金
銀
の
退
蔵
推
計
額
六
、
一
五
八
万
円
も

金
紙
平
価
流
通
の
時
に
は
流
通
面
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
流
通
貨
幣
量
は
二
〇
、
八
七
五
万
円
の
巨
額
に
増
加
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
外
債
お
よ
び
金
札
引
換
公
債
証
書
の
利
子
支
払
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
大
隈
重
信
は
次
の
よ
う
な
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
醸
造
税
の
税
率
引
上
げ
に
よ
っ
て
六
六

二
万
円
の
増
収
を
は
か
る
こ
と
と
、
「
減
債
方
案
」
に
よ
っ
て
紙
幣
消
却
元
資
金
と
し
て
歳
出
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
万

円
を
公
債
利
子
支
払
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
債
利
子
三
六
八
万
円
と
金
札
引
換
公
債
利
子
一
六
四
万
円
を
支
弁
し
て
、
な

お
三
三
〇
万
円
の
剰
余
金
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
債
内
国
債
を
発
行
す
る
場
合
、
そ
の
償
還
の
こ
と
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
大
隈
重
信
は
「
我
カ
国
カ
ト
政
府
ノ
会
計
ト
ニ
於
テ
之
ヲ
支
弁
ス
ル
ノ
容
易

ナ
ル
」
こ
と
と
い
う
楽
観
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
大
隈
参
議
の
外
債
募
集
案
に
つ
い
て
政
府
よ
り
諮
問
を
う
け
た
大
蔵
卿
佐
野
常
民
は
外
債
募
集
額
を
一
、
五
〇
〇
万
円
と
す

る
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
い
ず
れ
も
採
用
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
隈
重
信
の
通
貨
制
度
改
革
に
関
す
る
意
見

は
、
財
政
節
約
.
紙
幣
消
却
元
資
金
の
増
額
等
の
政
策
を
促
進
す
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

政
府
は
明
治
十
三
年
九
月
に
酒
造
税
則
を
改
正
し
、
十
一
月
に
は
地
方
税
制
度
の
改
革
を
行
な
い
、
ま
た
同
時
に
工
場
払
下
概
則
を

発
表
し
て
財
政
剰
余
金
の
増
加
を
は
か
る
と
と
も
に
、
明
治
十
四
年
度
予
算
に
七
〇
〇
万
円
の
紙
幣
消
却
高
を
計
上
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
十
三
年
以
降
政
府
紙
幣
縮
少
に
重
点
を
お
く
財
政
政
策
が
急
速
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
八
年
正
貨
流
出
が
経
済
不
安
定
化
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
も
と
づ
き
、
国
際
収
支
の
均
衡
を
標
的
と
す
る
財
政
整

理
、
産
業
発
展
、
輸
出
拡
大
の
た
め
の
通
貨
供
給
策
の
必
要
性
を
強
調
し
た
大
隈
重
信
は
、
明
治
十
三
年
五
月
「
通
貨
ノ
制
度
ヲ
改

メ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ノ
議
」
に
お
い
て
、
経
済
混
乱
の
原
因
が
「
輸
出
入
ョ
リ
生
ス
ル
ト
紙
幣
ョ
リ
発
ス
ル
ト
ュ
拘
ラ
万
」
経
済
安
定

政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
政
府
紙
幣
の
消
却
、
金
属
本
位
制
度
の
樹
立
を
主
張
し
、
そ
の
通
貨
政
策
の
転
換

を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
四
年
「
新
貨
条
例
」
の
制
定
・
明
治
五
年
「
国
立
銀
行
条
例
」
の
公
布
に
よ
っ
て
通
貨

安
定
を
企
図
し
た
時
の
政
策
原
理
へ
の
復
帰
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
隈
重
信
は
こ
の
外
債
募
集
に
よ
る
通
貨

制
度
改
革
意
見
の
結
論
に
お
い
て
。

　
　
　
「
若
シ
金
銀
価
ノ
昂
貴
ヲ
シ
テ
独
り
紙
幣
ノ
増
完
二
起
因
セ
シ
メ
ハ
、
今
日
ノ
政
策
タ
ル
単
二
紙
幣
ヲ
消
却
シ
テ
可
ナ
リ
、
然

　
ン
ト
モ
ー
再
建
議
セ
ル
書
中
二
述
シ
如
ク
其
実
因
ハ
紙
幣
増
発
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
而
テ
金
銀
ノ
乏
少
二
基
ス
、
是
則
正
貨
通
用
ノ
政

　
策
以
テ
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所
以
ナ
リ
」
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と
述
べ
て
、
あ
く
ま
で
も
経
済
混
乱
の
原
因
は
政
府
紙
幣
発
行
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
際
収
支
の
不
均
衡
・
正
貨
欠
乏
の
点

に
あ
る
と
い
う
主
張
を
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
債
募
集
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
正
貨
を
も
っ
て
貨
幣
制
度
を
改
革
し

た
後
も
、
金
本
位
制
度
の
下
に
お
け
る
為
替
相
場
の
変
動
を
通
じ
て
の
正
貨
流
出
入
の
自
動
的
調
節
作
用
の
効
果
を
ま
つ
こ
と
な

く
、
さ
き
の
建
議
に
提
案
し
た
よ
う
な
正
貨
流
出
抑
制
策
の
遂
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
明
治
二
年
よ
り
十
一
年
ま
で
の
輸
入
増
加
率
は
年
平
均
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
輸
出
成
長
率
は
年
平
均
一
〇
％
で
あ
る
の

で
、
十
二
年
以
降
十
年
間
こ
の
比
率
で
貿
易
が
成
長
す
れ
ば
、
輸
入
四
、
八
八
〇
万
余
円
輸
出
五
、
二
六
〇
万
余
円
と
な
り
輸
出
超

通
三
七
〇
万
余
円
と
な
り
、
国
際
収
支
均
衡
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
、
も
し
関
税
改
正
が
達
成
で
き
れ

ば
、
貿
易
収
支
は
一
層
短
期
間
に
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
句

　
こ
の
よ
う
な
貿
易
成
長
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
部
は
輸
入
抑
制
・
輸
出
助
成
を
目
標
と
し
た
財
政
金
融
政
策
の
効
果
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
基
本
的
に
は
わ
が
国
の
貿
易
通
貨
が
洋
銀
で
あ
り
、
国
際
的
銀
相
場
の
下
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
が

国
に
お
け
る
洋
銀
相
場
は
騰
貴
し
て
い
た
た
め
に
、
輸
出
を
容
易
に
し
輸
入
を
困
難
な
ら
し
め
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
洋
銀

相
場
の
急
騰
は
遂
に
国
内
経
済
を
混
乱
状
態
に
陥
ら
し
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
隈
電
信
の
通
貨
政
策
の
基
調
は
経
済
発
展
に
必
要

な
有
効
需
要
を
刺
激
す
る
た
め
に
通
貨
供
給
を
遂
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
政
策
的
に
は
国
際
収
支
の
均
衡
と
い
う
制
限

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
外
債
募
集
に
よ
る
貨
幣
制
度
改
革
案
に
お
い
て
も
、
大

隈
電
信
の
建
議
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
五
千
万
円
相
当
の
英
貨
を
借
入
れ
る
こ
と
は
、
国
際
収
支
の
資
本
取
引
に
お
け
る
受

取
超
過
に
よ
っ
て
経
常
取
引
の
支
払
超
過
を
補
填
し
国
際
収
支
を
二
心
均
衡
状
態
に
導
く
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
彼
の
通
貨
政

策
に
対
し
て
制
限
条
件
と
な
る
国
際
収
支
均
衡
の
命
題
が
黙
示
的
に
思
考
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
未
完
）
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付
　
　
記

　
本
稿
は
成
城
大
学
経
済
学
部
、
昭
和
四
十
年
度
共
同
研
究
（
「
近
代
資
本
主
義
の
生
成
と
社
会
経
済
政
策
」
）
の
一
部
で
あ
る
。
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